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子どもや子育て家庭の状況に応じた子ども・子育て支援の提供（イメージ）

子ども・子育て家庭の状況及び需要

満3歳以上の子どもを持つ，
保育を利用せず
家庭で子育てを行う家庭
＜子ども・子育てのニーズ＞
学校教育＋子育て支援

満3歳以上の子どもを持つ，
保育を利用する家庭
＜子ども・子育てのニーズ＞

学校教育＋保育＋放課後児
童クラブ＋子育て支援

満3歳未満の子どもを持つ，
保育を利用する家庭

＜子ども・子育てのニーズ＞
保育＋子育て支援

満3歳未満の子どもを持つ，
保育を利用せず
家庭で子育てを行う家庭
＜子ども・子育てのニーズ＞
子育て支援

１号認定 ２号認定 ３号認定

高知市子ども・子育て支援事業計画

需要の調査・把握（ニーズ調査）

計画的な整備

子どものための教育・保育給付

認定こども園，幼稚園，保育所
小規模保育事業者
家庭的保育事業者
居宅訪問型保育事業者
事業所内保育事業者

＝施設型給付の対象（※） ＝地域型保育給付の対象（※）

地域子ども・子育て支援事業

・・・・利用者支援利用者支援利用者支援利用者支援
・・・・実費徴収実費徴収実費徴収実費徴収にににに係係係係るるるる補足給付補足給付補足給付補足給付をををを行行行行うううう事業事業事業事業
・・・・多様多様多様多様なななな主体主体主体主体がががが本制度本制度本制度本制度にににに参入参入参入参入することすることすることすること
をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための事業事業事業事業

・乳児家庭全戸訪問事業
・養育支援訪問事業
・子育て短期支援事業

・地域子育て支援拠点事業
・病児・病後児保育事業
・妊婦健診

※施設型給付・地域型保育給付の対象は，認可を受けた施設・事業者で高知市の確認を受けたもの

（施設型給付・地域型保育給付は，早朝・夜間・休日にも対応）

※対象13事業の範囲は法定

高知市子高知市子高知市子高知市子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援会議支援会議支援会議支援会議

計画策定・進行管理

利用定員の設定

・ファミリー・サポート・センター事業
・放課後児童クラブ
・一時預かり
・延長保育事業

【新規3事業】

幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園，，，，
認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園をををを利用利用利用利用

保育所保育所保育所保育所，，，，
認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園をををを利用利用利用利用

保育所保育所保育所保育所，，，，
認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園をををを利用利用利用利用

家庭家庭家庭家庭でででで保育保育保育保育，，，，
子育子育子育子育てててて支援支援支援支援をををを利用利用利用利用
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○ 子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設を対象とする施設型給付・委託費に加え、以下の保育を
市町村による認可事業（地域型保育事業）として、児童福祉法に位置付けた上で、地域型保育給付の対象とし、
多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとすることにしている。

◇小規模保育（利用定員６人以上１９人以下）

◇家庭的保育（利用定員５人以下）

◇居宅訪問型保育

◇事業所内保育（主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提供）

○ 「子ども・子育て新システムに関する基本制度」（平成２４年３月２日少子化社会対策会議決定）においても、
待機児童が都市部に集中し、また待機児童の大半が満３歳未満の子どもであることを踏まえ、認定こども園、保
育所に加え、こうした小規模保育や家庭的保育等の量的拡充も併せて、待機児童の解消を図っていくこととされ
ている。

居宅訪問
型保育

認
可
定
員

保育の実施場所等

事業所内
保育

小規模保育

家庭的保育

保育者の居宅その他の場所、施設
（右に該当する場所を除く）

保育を必要とする
子どもの居宅

事業所の従業員の子ども
＋

地域の保育を必要とする
子ども（地域枠）

５人

１人

６人

１９人

地域型保育事業の位置付け

事業主体：市町村、民間事業者等

事業主体：市町村、民間事業者等 事業主体：市町村、
民間事業者等

事業主体：事業主等

地域型保育事業の概要
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保育に関する認可制度の改善等について
【基本的な考え方】

○認可制度を前提としながら、大都市部の保育需要の増大に機動的に対応できるよう
①社会福祉法人・学校法人以外の者に対しては、客観的な認可基準への適合に加えて、経済的基礎、社会的
信望、社会福祉事業の知識経験に関する要件を満たすことを求める
②その上で、欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可認可認可認可するものとするするものとするするものとするするものとする。
○市町村は、認可施設・事業に対し、利用定員を定めた上で、給付の対象とすることを確認する。
○確認を行った市町村は、適正な給付の維持のため、施設・事業に対し、指導監督を実施する。

【イメージ】

認可を受けた施設、事業は、市町村による定員を定めた上での確認を得て、対象施設・事業となる（私立保育所は委託費）。
※認定こども園についても、改善後の保育所に関する認可制度と同様の認定・認可の仕組みとする。

保育所の認可等

保育所の認可
【認可と同等の基
準を満たす施設】

多様な保育（家庭
的保育，小規模
保育等）の認可

【基準を満たさない
施設】（ベビーホテ

ル等）

×

多様な保育（家庭
的保育，小規模
保育等）

現行

新制度

施設型給付
地域型保育
給付

公立認可保育所：25
民営認可保育所：60

幼稚園型：6
地方裁量型：3
認可外運営支援：3

小規模該当：3
事業所内保育：17
家庭的・居宅訪問：？ ベビーホテル：4

＋新規参入：2～4 ＋新規参入：？

その他の認可外保育施設：19（基準を満たせば認可）
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満３歳以上 満３歳未満

①１号認定子ども

（19条1項1号）

②２号認定子ども

（19条1項2号）

③３号認定子ども

（19条1項3号）

特定教育・保育施設（施設型給付）

幼保連携型認定こども園 ○（※１） ○ ○（※１）

幼稚園型認定こども園 ○ ○ ○（※１）

保育所型認定こども園 ○ ○ ○（※１）

地方裁量型認定こども園 ○ ○ ○（※１）

保育所 （※３） ○（※２） ○（※２）

幼稚園 ○ （※３）

特定地域型保育事業者（地域型保育給付）

小規模保育 （※３） （※３） ○

家庭的保育 （※３） （※３） ○

居宅訪問型保育 （※３） （※３） ○

事業所内保育 （※３） （※３） ○（従業員枠・地域枠）

各施設・事業において設定可能な利用定員と認定区分との関係

※１ 定員を設定しないことも可能。 ※２ ②③いずれかのみの設定も可能。 ※３ 特例給付による利用形態
あり。
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◆ 地域子ども・子育て支援事業一覧 

 

 事業名 事業概要 

① 利用者支援（新規） 
教育・保育施設や地域の子育て支援の事業等の利用について情報集約と提供を行うとともに，子どもや保護者からの

相談に応じ，必要な情報提供・助言をし，関係機関との連絡調整等を行う 

② 地域子育て支援拠点事業 公共施設や保育所等の地域の身近な場所で，子育て中の親子の交流・育児相談等の事業を行う 

③ 妊婦健康診査 妊娠中の異常を早期に発見し，適切な指導・処置を行うことにより妊婦の健康管理の向上を図る 

④ 
乳児家庭全戸訪問事業 

(こんにちは赤ちゃん事業） 
生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し，子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う 

⑤ 養育支援訪問事業 養育支援が特に必要な家庭を訪問し，保護者の育児・家事等の養育能力を向上させるための支援を行う 

⑥ 子育て短期支援事業 
保護者が，疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が困難となった場合等に，児童養護施設

など保護を適切に行うことができる施設において養育・保護を行う 

⑦ ファミリー・サポート・センター事業 
児童の預かり等の援助を受けることを希望する者（依頼会員）と，援助を行うことを希望する者（提供会員）との相

互援助活動に関する連絡・調整を実施するもの 

⑧ 一時預かり事業 
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について，主として昼間において，保育所その

他の場所において，一時的に預かる事業 

⑨ 延長保育事業 １１時間の開所時間を超えて保育を行う事業 

⑩ 病児・病後児保育事業 
地域の児童が発熱等の急な病気となった場合，病院・保育所等に付設された専用スペース等において看護師等が一時

的に保育する事業 

⑪ 放課後児童クラブ 
共働き家庭など留守家庭の小学校就学児童に対して，児童館や学校の余裕教室，公民館などで放課後に適切な遊び，

生活の場を与えて，その健全育成を図る。（現行制度はおおむね 10 歳未満の児童が対象） 

⑫ 
実費徴収に係る補足給付を行う事業 

(新規） 

支給認定保護者のうち,市町村が定める基準(所得状況等)に該当する世帯の子どもが特定教育・保育等を受けた場合に

必要な物品(日用品・文房具など)の購入費用を市町村が全部又は一部助成する事業 

⑬ 
多様な主体が本制度に参入することを 

促進するための事業（新規） 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教

育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業 

※②～⑩の事業については，児童福祉法等により現在も事業を実施。現行の事業の現状を踏まえつつ，これらを子ども・子育て支援新制度上に位置づけるにあたっ

て必要な事業の充実や運用の改善について，それぞれ国において検討を進める。 

※「⑪放課後児童クラブ」については，今般の児童福祉法改正で，市町村が条例で設備及び運営係る基準を定めることとされたところであり，国は条例制定のため

の基準（厚生労働省令）等について社会保障審議会児童部会を中心に検討を進める。 

※⑫，⑬の事業については，幼稚園，保育所等の運営状況を踏まえて詳細を国において検討する。 
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